
１
　
学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
の
方
だ
け
の
特
例
制
度
で
、

本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下

で
あ
れ
ば
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
承
認
期
間
は
４
月
か
ら
翌
年
の
３

月
ま
で
で
す
。

２
　
免
除
制
度

　
本
人
、
配
偶
者
及
び
世
帯
主
の
前

年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
で
あ
れ
ば
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
全
額
、

４
分
の
３
、
半
額
、
ま
た
は
４
分
の

１
が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
承
認
期
間
は
７
月
か
ら
翌
年
の
６

月
ま
で
で
す
。

※
４
分
の
３
、
半
額
、
ま
た
は
、
４

分
の
１
が
免
除
は
、
そ
れ
ぞ
れ
保

険
料
の
４
分
の
１
、
半
額
ま
た
は

４
分
の
３
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ

て
免
除
の
扱
い
と
な
り
ま
す
。

３
　
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　
30
歳
未
満
の
学
生
以
外
の
方
に
つ

い
て
は
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
前
年

所
得
が
一
定
基
準
以
下
で
あ
れ
ば
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

　
承
認
期
間
は
７
月
か
ら
翌
年
の
６

月
ま
で
で
す
。

申
請
期
限
の
延
長
に
つ
い
て

　
平
成
18
年
10
月
ま
で
の
申
請
に
限

り
、
次
の
期
間
の
免
除
申
請
が
で
き

ま
す
。

○
全
額
・
半
額
・
納
付
猶
予

　
平
成
17
年
４
月
か
ら
平
成
18
年
６

月
ま
で

○
学
生
納
付
特
例

　
平
成
17
年
４
月
か
ら
平
成
18
年
３

月
ま
で

◎
問
い
合
わ
せ

・
町
民
課

　
☎
内
線
２
４
７
・
２
７
４

・
平
塚
社
会
保
険
事
務
所

　
国
民
年
金
課

　
☎（
22
）１
５
１
５

　
国
民
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、

毎
年
の
誕
生
日
の
月
に
現
況
届
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
現
況
届
は
、
１
年
に
１
回
、
誕
生

月
に
出
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
、
あ

な
た
が
引
き
続
き
年
金
を
受
け
る
権

利
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た

め
の
大
事
な
届
で
す
。

　
現
況
届
は
誕
生
日
の
月
の
初
め
頃

に
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
か
ら
送

ら
れ
て
き
ま
す
。
あ
な
た
の
住
所
、

氏
名
、
加
給
年
金
額
対
象
者
の
氏
名

な
ど
を
記
入
し
、
切
手
を
貼
っ
て
誕

生
月
の
末
日
ま
で
に
社
会
保
険
業
務

セ
ン
タ
ー
に
届
く
よ
う
に
お
出
し
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
自
分
で
は
記
入
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
た
め
、
親
族
な
ど
の
方

が
記
入
さ
れ
る
と
き
は
、
受
給
権
者

の
欄
や
加
給
年
金
額
対
象
者
の
欄
を

漏
れ
な
く
記
入
の
う
え
、「
代
理
人
署

名
欄
」に
代
筆
者
の
氏
名
、
住
所
な

ど
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
現
況
届
の
提
出
が
遅
れ
た
り
、
提

出
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
年
金

の
支
払
い
が
一
時
止
ま
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
年
金
の
支
払
い
が
一
時
止
ま
っ
た

場
合
は
、
現
況
届
が
社
会
保
険
業
務

セ
ン
タ
ー
に
届
い
て
か
ら
随
時
、
止

ま
っ
た
期
間
分
を
遡
っ
て
支
払
い
ま

す
が
、
支
払
い
ま
で
１
〜
２
か
月
程

度
か
か
り
ま
す
。

　
現
況
届
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

は
、
平
塚
社
会
保
険
事
務
所
や
年
金

相
談
セ
ン
タ
ー
へ
。

※
20
歳
前
の
障
害
に
よ
る
障
害
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
誕

生
月
で
は
な
く
、
毎
年
、
指
定
さ

れ
た
期
限
ま
で
に
住
所
地
の
市
区

町
村
に
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
受
け
て
い
る
年
金
の
種
類
な
ど
に

よ
っ
て
、
医
師
ま
た
は
歯
科
医
師

の
診
断
書
や
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル

ム
等
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
今
年
10
月
か
ら
受
給
者
の
皆
様
の

現
況（
生
存
）確
認
は
住
民
基
本
台
帳

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
て
行
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

12
月
生
ま
れ
の
方
か
ら
現
況
届
の
提

出
は
原
則
と
し
て
不
要
に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
方
は
こ
れ
以
後
も

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

①
社
会
保
険
庁
で
保
有
し
て
い
る
本

人
基
本
情
報
（
氏
名
、
性
別
、
生

年
月
日
、
住
所
）
と
住
民
基
本
台

帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
情

報
が
相
違
し
、
住
民
票
コ
ー
ド
を

確
認
で
き
な
い
方

②
外
国
籍（
外
国
人
登
録
）の
方

③
外
国
に
居
住
し
て
い
る
方

　
ま
た
、
次
の
場
合
は
、
現
況
届
以

外
の
届
が
引
き
続
き
必
要
で
す
。

①
加
給
年
金
額
を
受
け
ら
れ
て
い
る

場
合
は「
生
計
維
持
確
認
届
」

②
障
害
の
程
度
の
確
認
の
た
め
に

「
診
断
書
」の
提
出
が
必
要
な
と
き

※
提
出
が
必
要
な
届
出
は
、
社
会
保

険
業
務
セ
ン
タ
ー
か
ら
受
給
者
の

皆
様
へ
送
付
さ
れ
ま
す
。
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お
知
ら
せ

誕
生
月
が
来
た
と
き
は
　
　
　
　
の
提
出
を

１２
月
生
ま
れ
の
方
か
ら

　
　
原
則
不
要
と
な
り
ま
す

保
険
料
の 

　
　
・
　
　
猶
予

現
況
届

免
除

国
民
年
金

国
民
年
金
か
ら
の


